
八幡台団地線（はっちまん）の運賃改定・割引制度の導入について 

 

 〇運賃改定 

   八幡台団地線につきましては、平成 10 年 4 月 1 日から２５年間に及び運賃を上げずに運行し

てきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者の減少、最近の諸物価の値上げや燃料

の高騰に伴い、現状のままでは路線維持が困難であることから、下記のとおり、運賃改定をお願いする

ものです。 

   運賃改定に合わせて、かねてより要望の多かった免許返納者に対する割引制度の導入も予定して

おります。 

 

 〇改定内容 

  はっちまん（全線均一運賃） 

       現 在                               改定後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※１免許返納者割引については、乗車時に「運転経歴証明書」の提示により、実施 

 

 〇運賃改定及び免許返納者割引制度の導入予定時期  

  ・令和５年１１月１日～ 

   （運賃改定、割引制度の周知については、バス停及び車内で利用者への周知をはじめ、HP 等で

広く周知を実施いたします。） 

 

 

・大人 ２１０円 

・こども １１０円 

・未就学児 無料 

・障害者手帳所持者 １１０円 

 

・回数券（2200 円分） ２０００円 

・回数券（6300 円分） ５０００円 

 

・大人 ２５０円 

・こども １３０円 

・未就学児 無料 

・障害者手帳所持者 １３０円 

・運転免許証返納者 １３０円※１ 

 

・回数券（2200 円分） ２０００円 

・回数券（6300 円分） ５０００円 

 ※回数券価格は変更なし 
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